
（平成２５年１１月７日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認近畿地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 20 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 8 件



近畿（大阪）国民年金 事案 6607 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 14年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 54年 10月から同年 12 月まで 

私は、昭和 39年 12月に会社を退職し自営業を始めたので、夫婦二人の国

民年金の加入手続を行い、夫婦それぞれ国民年金保険料を納付していた。 

申立期間の国民年金保険料を、どのように納付したか記憶は定かでないが、

自宅近くの銀行で納付したと思う。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、国民年金被保険者資格を取得

した昭和 39年 12月以降、申立期間以外に国民年金保険料の未納期間は無い。 

また、申立期間については、申立人及びその妻の国民年金被保険者台帳を見

ると、複数の年度において、年度最終期の１月から３月までの国民年金保険料

が過年度納付されていることが確認できることから、社会保険事務所（当時）

が申立期間に係る昭和 54 年度の納付記録を当該台帳に記載する際に、申立期

間を納付、昭和 55 年１月から同年３月までを未納と記録すべきところ、誤っ

て申立期間を未納と記録した可能性も考えられるほか、申立期間前において複

数回の過年度納付を行っている事情を踏まえると、申立人が申立期間の保険料

のみを納付しなかった理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。



近畿（大阪）国民年金 事案 6608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年 10 月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年 10月から同年 12月まで 

          ② 昭和 60年 10月から 61年３月まで 

          ③ 昭和 62年１月から同年３月まで 

夫が、昭和 39年 12月に会社を退職し自営業を始めたので、夫婦二人の国

民年金の加入手続を行い、夫婦それぞれ国民年金保険料を納付していた。 

それぞれの申立期間の国民年金保険料を、どのように納付していたか記憶

は定かでないが、自宅近くの銀行で納付したと思う。 

申立期間①、②及び③が未納とされているのは納得できない。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人及びその夫の国民年金被保険者台帳を見ると、

複数の年度において、年度最終期の１月から３月までの国民年金保険料が過年

度納付されていることが確認できることから、社会保険事務所（当時）が申立

期間①に係る昭和 54 年度の納付記録を当該台帳に記載する際に、申立期間①

を納付、昭和 55 年１月から同年３月までを未納と記録すべきところ、誤って

申立期間①を未納と記録した可能性も考えられるほか、申立期間①の前後の数

年間における申立人夫婦の保険料は納付済みであることを踏まえると、３か月

と短期間である申立期間①の保険料を納付したと考えても不自然ではない。 

申立期間②及び③について、国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記

録により、申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号が昭和 41 年に夫婦連番

で払い出されており、国民年金に加入以降、申立期間②の前までの期間につい

て、申立人及びその夫の国民年金保険料の納付状況が一致しているところ申立

期間②の頃に申立人の夫は、国民年金の被保険者資格を喪失しており、申立期



間②以降夫婦一緒に保険料を納付することはできず、申立人及びその夫の申立

期間②及び③に係る保険料納付に関する記憶は、銀行で納付したとするほかに

具体的に無く、申立人夫婦の陳述からは当該期間の保険料納付はうかがえない。 

このほか、申立人が申立期間②及び③の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 54 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。



近畿（京都）国民年金 事案 6609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年 10 月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 10月から 38年３月まで 

私は、昭和 37年４月頃、自宅に市役所の方が国民年金の加入勧奨に来た

ので、夫婦一緒に加入手続を行った。国民年金保険料の納付については定か

ではないが、そのときに夫婦二人分の保険料も納付したと思う。 

その後、しばらくしてから集金人が自宅に来るようになり、その都度、

私が、夫婦二人の各３か月分の国民年金保険料を一緒に納付していた。 

申立期間が未納とされていることは納得できないので、記録が漏れてい

ないか、もう一度よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は昭

和 37 年５月に申立人の夫と連番で払い出されており、一方、Ａ県Ｂ市の国民

年金保険料収滞納リストを見ると、夫婦同一日に保険料が納付されている上、

申立人の所持する国民年金手帳からも３か月分の保険料が定期的に納付され

ていることが確認でき、このことは申立内容と符合する。 

また、申立人は、国民年金保険料の納付を始めた昭和 37 年度以降、被保険

者資格を喪失する平成５年９月までの間、申立期間を除き、保険料を納付済み

であることから、申立人の保険料の納付意識の高さが認められる上、申立期間

当時、生活状況に大きな変化は見られないことを踏まえると、６か月と短期間

である申立期間の保険料を納付していたと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



近畿（大阪）国民年金 事案 6610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から同年６月まで 

 昭和 46 年５月に婚姻した頃に、夫が私の国民年金の加入手続を行ってく

れたと思う。 

申立期間の国民年金保険料の納付について、私は何も分からないが、夫が

納付したと思う。夫の当該期間の保険料は納付済みとなっているのに、私の

保険料が未納とされているのでよく調べてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職後の昭和 46年１月に国民年金に加入して以降、60歳

に到達する前月までの期間において、申立期間を除き、国民年金保険料の未納

は無く、申立人の夫についても、同年の申立人との婚姻以降、60 歳に到達す

る前月までの期間において未納は無いことから、申立人及びその夫の保険料の

納付意識は高かったものと推認できる。 

また、申立人は、申立期間当時の国民年金保険料の納付について具体的な記

憶が無いものの、国民年金被保険者台帳において、申立期間直前の昭和 50 年

１月から同年３月までの保険料を過年度納付していること、及び申立人の夫も

同台帳において同年１月から同年６月までの保険料を過年度納付しているこ

とが確認でき、申立人及びその夫の納付意識の高さを踏まえると、３か月と短

期間である申立期間の保険料についても納付していたものと考えるのが自然

である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14419 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 20 年 11 月１日から 21 年９月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬

月額に係る記録を 44万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成 21年９月１日から 22年３月１日までの期間に

ついて、申立人の当該期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果

44万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75条本文の規定に該

当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 36 万円

とされているが、申立人は、当該期間について、その主張する標準報酬月額（44

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し､厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の当該期間に係る標準報酬月

額の記録を 44万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

            

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 39年生 

住    所 ：   

    

    

    

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 20年 11月１日から 22 年３月１日まで 

Ａ社に、基本給 45 万円の約束で平成 20 年９月 21 日に入社し、23 年 12

月 10日まで勤務したが、厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会した

ところ、20 年９月から 22 年８月までの標準報酬月額が 36 万円と記録され

ていることが分かった。 

Ａ社は年金事務所に対し、申立期間の一部を含む平成 21年９月１日から

22 年９月１日までの期間に係る標準報酬月額を 36 万円から 44 万円に訂正

する届出を行ったものの、このうち 21 年９月１日から 22 年３月１日まで

の期間は保険料の納付に関する時効成立済期間であるとして、年金額に反

映しない記録とされた。 



給与明細書において標準報酬月額 44万円に相当する厚生年金保険料が給

与から控除されていたので、申立期間に係る年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書、Ａ社から提出された賃金台帳並びに申立

人及び同社の事業主の陳述等から判断すると、申立人は、申立期間について、

その主張する標準報酬月額（44 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立期間を通して、社会保険事務所（平成 22 年１月以降にあ

っては、年金事務所）の記録どおりの標準報酬月額を届出したと陳述している

ことから、申立期間について、社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主か

ら行われ、その結果、社会保険事務所は上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）につ

いて、納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14420 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 20年５月 11日に厚生年金保険被保険者の資格を取

得し、同年８月 31 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、50円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月１日から同年 11月２日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の記録が無いとの回答を受けた。 

昭和 20 年３月に学校を卒業し、Ａ社には同年４月１日に入社した。終戦

となった月又はその翌月に、事業主から会社を一旦、解散する旨の説明があ

ったが、その後、事業主に呼ばれて引き続き勤務するように言われて勤務し

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、終戦後にＡ社の事業主から、「会社を一旦、解散する。」旨説明

を受けたと陳述しているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿（以下「被保険者名簿」という。）において、被保険者が急減している時

期と前述の申立人が説明を受けたとする時期が符合している上、申立人が記

憶する同僚と同姓同名の被保険者記録が確認できることから判断すると、申

立人は、申立期間の一部において同社に勤務していたことが認められる。 

また、当該被保険者名簿には、申立人と同姓同名で生年月日の元号のみが

相違する被保険者記録（資格取得日は、昭和 20年５月 11日。資格喪失日は、

同年８月 31 日。）が確認でき、オンライン記録において、同姓同名で当該記

録と同じ生年月日の被保険者記録がこれ以外には見当たらないことから、当

該記録は、申立人の記録と認められるところ、当該記録について、Ｂ社会保

険事務所（当時）は、健康保険整理番号が記されているが、厚生年金保険被



保険者台帳記号番号（以下「記号番号」という。）が記されていないことから、

申立人に対し、Ａ社において、健康保険のみの被保険者であったとして、平

成 21 年２月 24 日付けで、「厚生年金保険の期間照会について（回答）」によ

り回答している。 

ところで、前述の被保険者名簿において、昭和 20 年５月１日から 21 年１

月 10 日までの間に被保険者資格を取得している 56 人について見ると、記号

番号が記されている者と記されていない者が不規則に並んでいるところ、そ

のうち、同年４月頃に書き換えられたと考えられる被保険者名簿にも記され

ている者全員については、資格取得日は書換え前の同名簿の取得日と同日が

記されているが、記号番号が記載されていない者は確認できない。 

また、書換え前の被保険者名簿において当該記号番号の記されている者に

係る資格喪失日はいずれも昭和 22年２月８日以降の日となっているが、当該

記号番号が無い者に係る資格喪失日はいずれも同年１月 10日までの日となっ

ていること等から判断すると、社会保険事務所は、当該資格取得に係る届出

に即応して行うべき新規の記号番号の払出しについて、同年１月ないし同年

２月初旬頃に現存する被保険者に限り遡って払出処理を行う一方、当該事務

処理時点において、被保険者資格を喪失していた者については当該事務処理

を行っておらず、申立期間当時における記号番号の払出しに係る事務処理を

適切に行っていなかった可能性がうかがえる。 

これらの事実を総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 20年５月 11

日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、かつ、同年８月 31日に資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、前述の被保険者名簿の記録か

ら 50円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 20 年４月１日から同年５月 11 日までの期間

及び同年８月 31日から同年 11月２日までの期間については、Ａ社は 27年に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の事業主及び元従業

員は死亡又は連絡先が不明のため、当該期間に係る申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができず、このほかに申立人の当

該期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14421 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 47 年３月９日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４

万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年３月９日から 48 年３月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社における

被保険者の資格取得日が昭和 48 年３月１日となっていることが分かった。 

Ａ社には昭和 47年３月９日に入社し、申立期間の給与から厚生年金保険

料を控除されていたと思うので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された社員連絡簿及び複数の元同僚の陳述から判断すると、

申立人が申立期間に、Ａ社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、前述の社員連絡簿には、申立人の入社年月日が昭和 47 年３月９日と

記されており、Ａ社の元事業主は「申立人は、定期採用の正社員として入社し

た。当時、正社員は全員を入社と同時に厚生年金保険及び健康保険に加入させ、

給与から保険料を控除していた。」と陳述しているところ、同連絡簿に記され

ている７人のうち、申立人及び申立人と同時に手続されたと考えられる１人を

除く同僚５人の入社年月日は、いずれも厚生年金保険被保険者の資格取得日と

符合していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 48



年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明であると回答しているが、仮に、事業主から昭和 47 年３月

９日を資格取得日とする被保険者資格取得届が提出された場合には、その後、

被保険者報酬月額算定基礎届を提出することとなるが、いずれの機会において

も社会保険事務所が当該届出を記録しないことは通常の事務処理では考え難

いことから、事業主が 48年３月１日を厚生年金保険の資格取得日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 47年３月から 48年２月までの厚

生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14422 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年８月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 11万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 55年７月 31日から同年８月１日まで 

年金事務所からの照会文書により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

に係る厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。 

 Ａ社（Ｂ県Ｃ市）に入社後、同社Ｄ工場（Ｂ県Ｅ市）に異動となったが、

異動の前後を通じて仕事内容に変化はなく、退職するまで正社員として継続

して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、複数の同僚及び申立期間当時の給与計算担当者の陳述

並びに同僚から提出された給与明細書から判断すると、申立人は、申立期間も

Ａ社に継続して勤務し（昭和 55 年８月１日にＡ社から同社Ｄ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 55

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、11 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所ではなくなった平成 11 年当時の事業主は、不明で

ある旨回答しているものの、事業主が資格喪失日を昭和 55 年８月１日と届け



出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年７月 31 日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14423 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 55年８月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 19万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 55年７月 31日から同年８月１日まで 

年金事務所からの照会文書により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

に係る厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。 

 Ａ社（Ｂ県Ｃ市）に入社後、同社Ｄ工場（Ｂ県Ｅ市）に異動となったが、

異動の前後を通じて仕事内容に変化はなく、退職するまで正社員として継続

して勤務しており、給与から保険料が控除されていたので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、複数の同僚及び申立期間当時の給与計算担当者の陳述

並びに同僚から提出された給与明細書から判断すると、申立人は、申立期間も

Ａ社に継続して勤務し（昭和 55 年８月１日にＡ社から同社Ｄ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 55

年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、19 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所ではなくなった平成 11 年当時の事業主は、不明で

ある旨回答しているものの、事業主が資格喪失日を昭和 55 年８月１日と届け



出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年７月 31 日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



近畿（滋賀）厚生年金 事案 14424 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 35 年２月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１

万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年１月５日から同年２月１日まで 

年金事務所からの照会文書により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間に係る厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。 

申立期間は、Ａ社Ｃ工場（厚生年金保険の適用事業所名は、Ａ社）から

同社Ｄ出張所に転勤した時期に当たるが、転勤の前後を通じ、給与から厚

生年金保険料が控除されていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社提出の人事記録並びに同社の部長及び複数の元

同僚の陳述から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（Ａ

社から同社Ｄ出張所に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

一方、年金事務所の記録によると、Ａ社Ｄ出張所は、昭和 35年２月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時には適用事業所でな

いが、同出張所の立ち上げ時に所長だったとする者が、「Ａ社Ｄ出張所の開設

日を昭和 35年２月１日としたことから、自身及び申立人を含む４人は、同年

１月 20日過ぎには同出張所に赴任したと思う。」とした上で、「申立期間当時

のＡ社Ｄ出張所における給与計算事務は同社Ｅ本社で行っていた。」旨陳述し

ていることから判断すると、申立人は、申立期間も引き続きＡ社Ｃ工場にお



いて被保険者として厚生年金保険料を給与から控除されていたと考えるのが

相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 34

年 12月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



近畿（奈良）厚生年金 事案 14425 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 60年３月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 32万円とすることが

必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年２月 26日から同年３月１日まで 

 年金事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、昭和 60

年２月 26 日にＡ社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、同

年３月１日に同社の関連会社であるＢ社において被保険者資格を取得して

おり、申立期間が未加入期間となっていることが分かった。 

 しかし、申立期間の前後を通じて業務内容及び給与額に変化はなく、継続

してＡ社に勤務しており、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、

当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社及びＢ社の元経理担当者の陳述並びにＢ社の複数

の元役員の陳述から判断すると、申立人は、Ａ社及びＢ社に継続して勤務し（昭

和 60年３月１日にＡ社からＢ社に転籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 60

年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、32 万円とすることが妥当であ

る。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主に照会したものの回答が得られず、前述の元経理担当者も不明の旨陳述して

おり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、

 

 



明らかでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14426 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 33年 11月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１

万円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月 31日から同年 11月１日まで 

 年金事務所からの照会文書により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

に係る厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。 

 申立期間は、入社当初に配属されたＡ社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所に異動

し、Ｅ事業所に勤務することとなった時期に当たる。 

 Ａ社では、入社して以降、退職するまで継続して勤務しており、申立期間

も給与から厚生年金保険料が控除されていたので、当該期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社提出の人事記録、同社の回答及び複数の元同僚の陳述から判断すると、

申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 33年 11月１日にＡ社から同社Ｄ営業所

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 33

年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は不明と回答しているが、事業主が資格喪失日を昭和 33年 11月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 10月 31日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

 

 



社会保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 30 年５月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 2,000 円

とすることが必要である。 

  なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月 27日から同年５月１日まで 

  年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、同社Ｂ支店から同社本店に異動した時期に当たる申立期間の加

入記録が無いとの回答を受けた。 

  しかし、申立期間の終期である昭和 30年５月１日は、私を含む 29年入社

の学卒者 70 人が、Ａ社各支店等における１年間の研修を終え、一斉に同社

本店に引き上げた日であり、入社後、１年経過した当該時点において、申立

期間の４日間のみが未加入期間となっているのは、誠に不自然であり、到底

納得できない。 

  Ａ社には、昭和 29年４月に入社して以降、30年間にわたって継続して勤

務しており、申立期間には通常どおり給料が支給され、社会保険料も当然控

除されていたので、当該期間を厚生年金保険被保険者期間に訂正してほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社の回答及び申立人と同期入社であるとする元同僚

の陳述から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 30 年５月１日

にＡ社Ｂ支店から同社本店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る昭和

30 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 2,000 円とすることが

 



妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、Ａ社の

担当者は、申立期間当時の資料を保管していないものの、従業員の給与から厚

生年金保険料を控除しながら社会保険事務所に納付していなかったとは考え

られないとして、納付したと思われる旨陳述しているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

  

  



近畿（大阪）厚生年金 事案 14428 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48年 10月 31日から同年 11月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る

記録を同年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を５万 6,000 円とす

ることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  また、申立人は、申立期間のうち、昭和 50年６月１日から同年８月 11日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、Ｃ社（現在は、Ｄ社）における申立人の被保険者記録

のうち、当該期間に係る資格喪失日（昭和 50年６月１日）及び資格取得日（昭

和 50年８月 11日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を７万 6,000円とす

ることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年 10月 31日から同年 11月１日まで 

           ② 昭和 50年６月１日から同年８月 11日まで 

  昭和 47 年４月にＡ社に入社して以降、現在に至るまで、途中転籍及び社

名変更はあったものの、一度も期間を空けること無くグループ関連会社に勤

務している。 

  申立期間①は、昭和 48年 11月１日付けで、Ａ社からＣ社に、申立期間②

については、同社から分社化したＥ社にそれぞれ転籍した時期に当たる。 

  なお、このうち申立期間②については、当初は昭和 50 年６月１日に転籍

する予定が同年９月１日に変更になったことに伴い、何らかの手違いが生じ

たのだと思う。 

  いずれの期間についても継続して勤務し、厚生年金保険料が控除されてい

  

  

  

  

  



たと思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｄ社から提出された人事記録及び複数の同僚の陳述か

ら判断すると、申立人が当該期間においてＡ社及び関連会社のＣ社に継続して

勤務し（昭和 48 年 11 月１日にＡ社からＣ社に異動）、当該期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

48 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 6,000 円とすることが

妥当である。 

 なお、申立人の申立期間①に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているものの、事業主が資格喪失日を昭和 48年 11

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 10月 31日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年 10 月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 申立期間②について、Ｄ社から提出された人事記録、雇用保険の加入記録及

び複数の同僚の陳述から判断すると、申立人が当該期間において、Ｃ社に継続

して勤務していたことが認められる。 

 また、Ｄ社は、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除の有無に

ついて、｢申立期間②においても、厚生年金保険料が控除されていたと考えら

れる。当時の関連資料は保存されていないが、前後の厚生年金保険の加入記録

からすると、申立期間②に係る厚生年金保険料のみ控除しなかったとは考え難

い。｣旨回答している。 

 さらに、申立期間②において、Ｃ社で厚生年金保険の被保険者記録が有る同

僚は、「Ｅ社を分離する際の手続で、このような空白が発生したと思われる。

申立人は、申立期間②においても継続して勤務しており、厚生年金保険料も通

常に控除されていた。」旨回答している。 

 加えて、申立人と同様に、昭和 50 年６月１日にＣ社で厚生年金保険の被保

険者資格を喪失後、同年８月 11 日に同資格を再取得している複数の同僚は、

「自身及び申立人は、申立期間②も継続して勤務しており、当該期間の前後を

通じて業務内容等に変化はなかった。」旨陳述している。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②において、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭和

  

  

  

  

  

  

  

  



50 年５月の社会保険事務所の記録から、７万 6,000 円とすることが妥当であ

る。 

  なお、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は当時の資料が無いため不明としているが、事業主から申立人

に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないにもかかわらず、

社会保険事務所がこれらを記録することは考え難いことから、事業主が社会保

険事務所の記録どおりの資格の喪失及び再取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50 年６月及び同年７月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納入されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14429 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

期間の標準賞与額に係る記録を 117万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、平成 17 年７月８日付けで支給された賞与に

係る年金記録が無い。同社は、当該賞与から厚生年金保険料を控除したとす

る一方、当該賞与に係る届出を行っていないことを認めているので、当該期

間の標準賞与額を記録してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賞与明細書控えから、申立人は、事業主から申立期間に係る賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額 117 万円に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、当該期間に係る保険料を納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る当

該期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



近畿（大阪）厚生年金 事案 14430 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年７月 15 日は 24 万円、同年 12 月 16

日及び 18年８月 11日は 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 17年７月 15日 

          ② 平成 17年 12月 16日 

          ③ 平成 18年８月 11日 

 年金事務所から照会文書が送られてきたことに伴い、厚生年金保険の被保

険者記録について照会したところ、Ａ社に所属し、Ｂ社に派遣されていた期

間に支給された賞与のうち、申立期間①に支給された約 24 万円、申立期間

②及び③にそれぞれ支給された約 30 万円に係る標準賞与額が記録されてい

ないことが分かった。 

 申立期間①、②及び③の賞与に係る明細書等は保管していないが、それぞ

れの賞与からは、間違いなく厚生年金保険料が天引きされていたので、これ

らの期間に係る標準賞与額を正しく記録してほしい。 

 

 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳及び給与明細書（賞与）により、申立人は、申

立期間①、②及び③に係る賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額（申立

期間①は 24万円、申立期間②及び③は 30万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主は不明としており、ほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



近畿（京都）厚生年金 事案 14431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該

期間の標準賞与額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成 17年７月 15日 

 年金事務所から照会文書が送られてきたことに伴い、厚生年金保険の被保

険者記録について照会したところ、Ａ社に所属し、Ｂ社Ｃ工場に派遣されて

いた期間のうち、申立期間に支給された賞与に係る標準賞与額の記録が無い

ことが分かった。 

 Ａ社では年に２回の賞与の支給があったところ、申立期間の直近に支給さ

れた平成 16年 12月賞与が記録されていることを踏まえると、申立期間に支

給された賞与の記録が漏れているのではないかと思われるので、標準賞与額

を正しく記録してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳及び給与明細書（賞与）により、申立人は、申

立期間に係る賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額 30 万円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主は不明としており、ほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



近畿（兵庫）厚生年金 事案 14432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年７月 15 日は６万円、同年 12 月 16

日は 34万 4,000円、18年８月 11日は 35万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 17年７月 15日 

           ② 平成 17年 12月 16日 

           ③ 平成 18年８月 11日 

 年金事務所から照会文書が送られてきたことに伴い、厚生年金保険の被保

険者記録について照会したところ、Ａ社に所属し、Ｂ社Ｃ工場に派遣されて

いた期間のうち、申立期間①、②及び③に支給された賞与に係る標準賞与額

が記録されていないことが分かった。 

 平成 17 年２月にＡ社に入社して以降、在籍期間中に賞与の支給が無かっ

たことはなく、各期の賞与からは当然に厚生年金保険料が天引きされていた

はずなので、申立期間に係る標準賞与額を正しく記録してほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳及び給与明細書（賞与）により、申立人は、申

立期間①、②及び③に係る賞与の支払を受け、その主張する標準賞与額（申立

期間①は６万円、申立期間②は 34万 4,000 円、申立期間③は 35万 5,000円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について、

事業主は不明としており、ほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



近畿（大阪）国民年金 事案 6611 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 50年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42年４月から 50年 12 月まで 

 昭和 42 年４月の結婚を契機に住所をＡ県Ｂ市に移した際、夫婦共に国民

年金に加入した。加入後、夫婦二人分の国民年金保険料は、３か月ごとに自

宅（兼事業所）に来る同市役所の集金人に、その都度、夫が１回当たり 2,000

円ないし 3,000円を納付し、集金人から領収証書を受け取っていた。 

その領収証書は既に所持していないが、申立期間の国民年金保険料は夫が

間違いなく納付しており、申立期間が未納とされていることは納得できない

ので、記録が漏れていないかよく調べてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 52年 11月にＢ市において払い出されており、申立人の手帳記号番号前後

の任意加入被保険者の資格取得の状況から、申立人の国民年金の加入手続は、

当該払出しの頃に行われたものと推認される。この場合、当該手帳記号番号が

払い出された時点において、申立期間のうち、昭和 50 年９月以前の期間は、

制度上、時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は自宅に来た集金人に、申立人の夫が１回当たり 2,000円ない

し 3,000円の国民年金保険料を納付し、領収証書を受け取っていたと申し立て

ているが、Ｂ市における保険料の収納方法は、昭和 49 年度までは印紙検認方

式であり、この収納実態と申立内容とは大半の申立期間について符合しない上、

申立期間において、１回当たりの夫婦二人分の保険料額は 1,200円から 6,600

円に順次増額しているところ、この増額の状況について、申立期間に係る保険

料を納付したとする申立人の夫の記憶は明確でない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、申立期間当時にお



いて、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であ

るところ、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ

り各種の氏名検索を行うとともに、申立期間に係る国民年金手帳記号番号払出

簿の内容を全て視認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立期間は８年９か月に及び、これほどの長期間にわたり、申立人

に係る納付記録が連続して欠落することは考え難い上、申立期間の国民年金保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（大阪）国民年金 事案 6612 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 50年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 50年 12 月まで 

 昭和 42 年４月の結婚を契機に住所をＡ県Ｂ市に移した際、夫婦共に国民

年金に加入した。加入後、夫婦二人分の国民年金保険料は、３か月ごとに自

宅（兼事業所）に来る同市役所の集金人に、その都度、私が１回当たり 2,000

円ないし 3,000円を納付し、集金人から領収証書を受け取っていた。 

その領収証書は既に所持していないが、申立期間の国民年金保険料は間違

いなく納付しており、申立期間が未納とされていることは納得できないので、

記録が漏れていないかよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 52年 11月にＢ市において払い出されており、申立人の手帳記号番号前後

の任意加入被保険者の資格取得の状況から、申立人の国民年金の加入手続は、

当該払出しの頃に行われたものと推認される。この場合、当該手帳記号番号が

払い出された時点において、申立期間のうち、昭和 50 年９月以前の期間は、

制度上、時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は自宅に来た集金人に、１回当たり 2,000円ないし 3,000円の

国民年金保険料を納付し、領収証書を受け取っていたと申し立てているが、Ｂ

市における保険料の納付方法は、昭和 49 年度までは印紙検認方式であり、こ

の収納実態と申立内容とは大半の申立期間について符合しない上、申立期間に

おいて１回当たりの夫婦二人分の保険料額は1,200円から6,600円に順次増額

しているところ、この増額の状況について、申立人の記憶は明確でない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、申立期間当時にお

いて、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であ



るところ、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによ

り各種の氏名検索を行うとともに、申立期間に係る国民年金手帳記号番号払出

簿の内容を全て視認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立期間は８年９か月に及び、これほどの長期間にわたり、申立人

に係る納付記録が連続して欠落することは考え難い上、申立期間の国民年金保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（奈良）国民年金 事案 6613 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

昭和 38 年２月又は同年３月に会社を退職し、その後、自身で国民年金の

加入手続を行った記憶は無いが、自宅に私の国民年金保険料に係る納付書が

送付されてきた。 

それで、私は、申立期間のうち、昭和 36年度及び 37年度の国民年金保険

料を郵便局の窓口又はＡ県Ｂ市Ｃ区役所庁舎横にあった事務室で遡って一

括納付した。 

また、申立期間のうち、昭和 38 年度以降の国民年金保険料は、同様に自

宅に送付されてきた納付書を用いて、郵便局の窓口、Ｃ区役所庁舎横の事務

室又は同区役所窓口で１年分を自身で一括納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の戸籍謄本によると、申立人は昭和 42 年３月に婚姻届をＡ県Ｄ市に

提出していることが確認できるところ、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、

申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｂ市Ｃ区において同年 12 月に払い出され

ていることが確認できる。 

当該払出しについて、Ｂ市は、昭和 41 年度から職権適用対策事業に取り組

んでおり、その職権適用者の把握は、住民票、国民健康保険被保険者台帳等を

基に行っているとしているところ、Ｃ区において払い出された前述の手帳記号

番号は、昭和 42 年３月の婚姻後の名字でないことから判断すると、本人から

の届出ではなく職権適用によるものと推認され、申立期間は、当該職権適用が

なされるまでは国民年金に未加入の期間であり、過年度保険料に係る納付書が

発行されることは無く、このことは 38 年２月又は同年３月に会社を退職した



後、送付された納付書を用いて昭和 36年度及び 37年度の国民年金保険料を納

付したとする申立内容と符合しない。 

また、前述の手帳記号番号が払い出された昭和 42年 12月時点において、申

立期間の大半に当たる 40 年９月以前の期間については、制度上、時効により

国民年金保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しの可能性について、申立人の住所地の申立期間に係る国民

年金手帳記号番号払出簿の内容を全て視認するとともに、オンライン記録及び

国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより各種の氏名検索を行ったが、

申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

加えて、申立期間は５年に及んでおり、これほどの長期間にわたり、行政側

が申立人の納付記録を連続して欠落したとは考え難い上、申立人が申立期間の

国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え

等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（京都）国民年金 事案 6614 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年７月から 60年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年７月から 60年３月まで          

私の国民年金の加入手続は、私の夫が昭和 51年７月に会社を退職したの

で、自身の国民年金の加入手続と一緒に、Ａ県Ｂ市役所で行ってくれた。 

国民年金に加入後の国民年金保険料は、集金に来るＣ組織の集金人に、夫

が夫婦二人分を毎月納付していたが、申立期間に係る年金事務所の記録を見

ると、夫は納付済みとされているのに、私は未納とされている。 

夫は、間違いなく私の国民年金保険料も一緒に納めてくれていたので、調

査の上、申立期間に係る私の年金記録を納付済みに訂正してほしい。 

    

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の基礎年金番号とされている

国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番号が、昭和 45 年８月に払い出され

ていることが確認できるところ、当該手帳記号番号は、当該払出簿及びＢ市の

国民年金被保険者名簿において「取下」とされており、オンライン記録におい

ても欠番とされている上、同市の印紙検認票においても納付事跡は確認できな

い。 

また、オンライン記録により、前述の手帳記号番号の取下げ処理以降におい

て、申立人に新たに手帳記号番号が払い出されたのは昭和 61 年２月６日であ

ることが確認できることから、申立人の夫が 51 年７月に夫婦の国民年金の加

入手続を行ったとする申立てと符合しない上、この手帳記号番号の払出時点に

おいて、申立期間のうち、58年 12月以前の期間は、制度上、時効により国民

年金保険料を納付できない期間である。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立人の夫が集金人に納付

したと申し立てているが、当該手帳記号番号の払出時点において、申立期間の



うち、昭和 59年１月から 60年３月までの期間の保険料は、過年度保険料とな

るため、現年度保険料を扱う集金人に納付することができない。 

加えて、前述の二つの国民年金手帳記号番号とは別に、申立期間の国民年金

保険料を納付することが可能な手帳記号番号の払出しについて、オンライン記

録により各種の氏名検索を行ったほか、国民年金手帳記号番号払出簿の内容を

視認したが、申立人に対して前述の二つとは別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておら

ず、それらを行ったとする申立人の夫から事情を聴取しても、具体的な状況は

不明であり、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（兵庫）国民年金 事案 6615 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 47年 10月から 48年３月までの期間及び 50年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 10年生 

 住    所 ：  

       

       

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： ① 昭和 47年 10月から 48 年３月まで 

           ② 昭和 50年１月から同年３月まで 

 私は、昭和 43 年に子が誕生したことから将来のことを考えて、Ａ県Ｂ

市役所において、自身で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付しており、申立期間①及び②の保険料は同県Ｃ市役所において自身で納

付した。 

 国民年金に任意加入してからは、国民年金保険料の納付が遅れたことは

あっても、納付しなかったことは無く、18 年前に年金受給の手続を行った

際、未納期間があると聞き驚いた。そのときは、領収証書が無いと訂正で

きないと言われ諦めたが、年金手帳が見付かったことから年金記録の確認

申立てを行うこととした。 

 申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

      

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料をＣ市役所において納付し

たと主張している。 

しかしながら、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、

Ｃ市役所において納付したとする以外に納付時期及び納付金額などの具体的

な記憶は無く、納付状況は不明である。 

また、申立人に係るＣ市の国民年金被保険者名簿を見ると、申立期間②に

係る国民年金保険料の納付書を発行したことを示す「納発」の押印が確認で

きることから、申立人は、当該納付書を用いて保険料を納付することは可能



であり、申立期間①及び②の保険料は年度を経過後に、納付書により過年度

納付することは可能であったものと考えられるものの、申立人は、保険料の

納付書が送付されたこと、及び納付書により納付した記憶は無い旨陳述して

いる。 

さらに、申立人が所持する国民年金保険料領収証書及び前述のＣ市の国民

年金被保険者名簿において、申立期間①及び②前後の国民年金保険料の納付

状況を見ると、ⅰ）３か月分の保険料を納付（昭和47年４月から同年６月ま

での保険料を同年７月31日に、同年７月から同年９月までの保険料を同年11

月16日にそれぞれ納付）、ⅱ）９か月分の保険料をまとめて納付（昭和48年

４月から同年12月までの保険料を同年７月27日に、49年４月から同年12月ま

での保険料を同年９月にそれぞれ納付）、ⅲ）１年分の保険料をまとめて納

付（昭和50年４月から51年３月までの保険料を50年４月12日に前納）、ⅳ）

３か月分を過年度納付（昭和49年１月から同年３月までの保険料を同年９月

26日に納付）しているなど、申立人の納付行動は一定していないことから、

申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していなかった可能性が否定でき

ない。 

加えて、前述のＣ市の国民年金被保険者名簿において、国民年金保険料に

関する記録の昭和45年度から55年度までの欄を見ると、オンライン記録にお

いて納付済みと記録されている期間については、納付年月又は納付年月日の

いずれかが押印されているが、申立期間①及び②は空欄であり、保険料を過

年度納付した場合に記録される国民年金被保険者台帳（特殊台帳）において

も、当該期間の保険料を納付した記録は見当たらない上、申立人から当該期

間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情を見

いだすことができなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（和歌山）国民年金 事案 6616 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年１月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年１月から 49年３月まで 

私は、申立期間当時、学生であったので、母が国民年金の加入手続を行い、

父が申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたはずである。 

大学を卒業後すぐに、両親から国民年金手帳を受け取った際、当該国民年

金手帳を大切に保管すること、及び名前の読み方が「Ａ」では登録すること

ができず、別の読み方になっているので注意するように言われた記憶がある

ので、申立期間の国民年金保険料が納付済みとされていないことに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「母が私の国民年金の加入手続を行い、父が申立期間の国民年金

保険料を納付してくれていたはずである。」旨申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は、平成

９年１月１日時点で加入していた厚生年金保険の記号番号により、同日付け

で付番されており、当該基礎年金番号で管理されている国民年金被保険者記

録を見ると、申立人が申立期間について、国民年金被保険者資格を取得した

履歴は確認できず、当該期間は国民年金の未加入期間となり、制度上、国民

年金保険料を納付することはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、申立人に対して国

民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要となるところ、オンライ

ン記録により各種の氏名検索を行ったほか、国民年金手帳記号番号払出簿検

索システムにより、当時の住所地及び両親の住所地における各種の氏名検索

も行ったが、申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

は見当たらない。 



さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の

納付に関与しておらず、これらを行ったとする申立人の両親は他界している

ことから、国民年金の加入手続及び保険料の納付に係る具体的な状況は不明

である。 

加えて、申立期間は４年３か月に及んでおり、長期間にわたって国民年金

保険料の収納及び記録管理における事務過誤が繰り返されたとも考え難い上、

申立人から当該期間の保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新た

な周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（神奈川）国民年金 事案 6617（兵庫国民年金事案 1696の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年 11 月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女   

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 11月から 57年３月まで  

私は、前回、年金記録確認兵庫地方第三者委員会（当時。以下「兵庫委

員会」という。）に、申立期間の国民年金保険料が納付済みとされていない

ことに納得できないとして申し立てたところ、認められない旨の通知があ

った。 

しかし、申立期間の国民年金保険料について、夫は、昭和 57年５月に夫

の預金口座から引き出した 25 万円と手元にあったお金を合わせて、28 万

2,000 円ないし 28 万 7,000 円の金額を自宅近くの郵便局で納付してくれて

おり、私が所持する同年分の家計簿を見ても、同年５月 18日に当該期間の

保険料として 25万円の金額を引き出したことが確認できる。 

また、申立期間の国民年金保険料として納付した金額は、「19．保険料額

改定の推移」の保険料額に基づき夫が算出した金額と合っている。 

今回の申立てに当たり、私が所持する昭和 56 年分及び 57 年分の家計簿

並びに夫が申立期間の国民年金保険料額を算出した前述の資料を提出する

ので、再度、審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人は、昭和 57年４月 19日に任意加

入被保険者として資格を取得したことが確認でき、任意加入被保険者は、過去

に遡って未加入期間の保険料を納付することができないことなどから、既に兵

庫委員会の決定に基づき、平成 22年７月 20 日付けで、年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

今回の申立てに当たり、申立人は、昭和 56年分及び 57年分の家計簿並びに

申立期間の国民年金保険料額を算出するために使用したとする資料（「19．保



険料額改定の推移」）を提出しているが、これらの資料は兵庫委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

また、申立期間中、申立人の夫は厚生年金保険被保険者であるが、当時の国

民年金法において、被用者年金制度（厚生年金保険等）の被保険者として加入

中の者の配偶者は、国民年金の強制加入の対象者から除外されることとなって

おり、当該配偶者が国民年金に任意加入するまでの期間（未加入期間）につい

ては国民年金保険料の納付義務は無いことから、昭和 57 年４月に任意加入被

保険者として資格を取得した申立人が納付することが可能な保険料は、同年４

月以降の保険料であり、申立人が主張する申立期間に対して納付したとする保

険料額を納付することはできない。 

そのほかに兵庫委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情等も見当たら

ないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



近畿（和歌山）国民年金 事案 6618 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

私は、Ａ県Ｂ市Ｃ地区に住んでいた時に、国民年金保険料の集金人から、

「市役所から未納となっている保険料を納付できると言われた。」との説

明を受けたので、当該集金人に申立期間の保険料を分割で納付し、カード

に受取の印鑑を押してもらった記憶がある。 

当時の集金人は、私が昭和 44 年７月にＢ市Ｃ地区へ転居した後に、申立

期間の国民年金保険料を集金していたことを証明する書面を記載してくれ

ているにもかかわらず、当該期間の保険料が納付済みとされていないこと

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 44年７月にＢ市Ｃ地区へ転居後、申立期間の国民年金保険

料については、集金人が書面により証明してくれているように納付した。」旨

申し立てている。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手

帳記号番号は、Ｂ市において昭和 35 年 11 月１日に申立人の夫と連番で払い

出されているものの、申立人所持の国民年金手帳（３冊）、同市の国民年金被

保険者記録等を見ると、申立人は、36 年４月１日に国民年金被保険者資格を

喪失後、40 年４月１日付けで、国民年金に任意加入していることが確認でき

ることから、申立期間は国民年金の未加入期間となり、制度上、保険料を納

付することができない。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す資料とし

て、当該期間の保険料を集金したとする集金人が、平成 19年７月に記載した

書面を提出しており、当該書面を見ると、申立人が昭和 44年７月にＢ市Ｃ地



区へ転居した後に、36年４月から 39年３月までの保険料を集金した旨が記載

されていることから、当該集金人に当時の事情を聴取したが、当該期間の保

険料納付に関する具体的な陳述を得ることができなかった。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を分割で納付したと主張して

いるものの、当該期間の保険料に係る納付時期、納付回数及び保険料額等の

詳細な記憶は無いとしている上、申立人から当該期間の保険料納付をめぐる

事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかっ

た。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記

号番号の払出しについて、オンライン記録及び国民年金手帳記号番号払出簿

検索システムより各種の氏名検索を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（兵庫）国民年金 事案 6619 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年６月から 50年３月までの期間及び 59年４月から 60年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年６月から 50年３月まで 

          ② 昭和 59年４月から 60年３月まで 

 昭和 48 年頃、母から、「年金額が少ない自身と同じ思いをさせたくない

ので、国民年金を掛けている。」と言われたことを覚えているので、この頃

に母が私の国民年金の加入手続を行ったと思う。 

 申立期間①の国民年金保険料は、母が納付してくれており、どのように納

付していたのか分からないが、自宅に集金人が来ていた記憶がある。 

 申立期間②については、結婚後のことで、私は夫の事業に従事しており、

国民年金保険料については、自宅に郵送されてきた納付書を用いて、会計事

務所の担当者の指示に従い、夫婦二人分の保険料を主に私が近くの郵便局で

納付し、その後、夫名義の預金口座から口座振替により納付するようになっ

た。 

 申立期間①及び②の国民年金保険料がそれぞれ未納とされていることに

納得できない。 

 なお、夫名義の預金通帳及び確定申告書（控え）等を参考資料として提出

する。 

   

   

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「昭和 48 年頃に、母が私の国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。」と申し立ててい

る。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金

手帳記号番号は、昭和 50 年 11 月 28 日にＡ県Ｂ市において払い出されてお



り、当該手帳記号番号前後の任意加入被保険者の記録から、申立人に係る国

民年金の加入手続は同年 11 月頃に行われたものと推認できることから、加

入時期について申立内容とは符合せず、当該加入手続時点では、申立期間①

のうち、一部の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

また、前述の加入手続時点において、申立期間①のうち、昭和 48 年 10

月から 50 年３月までの国民年金保険料は過年度納付が可能であるが、申立

人は、申立期間①の保険料納付に直接関与しておらず、これらを行ったとす

る申立人の母親は高齢により陳述を得ることができないことから、具体的な

納付状況が不明である。 

さらに、申立期間①の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年

金手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を

行ったほか、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより当時の住所地

における縦覧調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、申立人及びその夫の国民年金保険料は、

自宅に郵送されてきた納付書を用いて、会計事務所の担当者の指示に従い、

主に申立人が近くの郵便局で一緒に納付し、その後、申立人の夫名義の預金

口座から一緒に口座振替で納付していたと申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録を見ると、申立期間②直後の昭和 60 年度

以降の申立人及びその夫に係る国民年金保険料の納付日が確認できるとこ

ろ、同年度から 63年度までの夫婦の納付日を見ると、夫については、毎月、

口座振替により納付していたものと推認できるものの、申立人については、

納付書により毎月又は数か月ごとに納付している状況がうかがえ、納付日が

一致していない上、申立人の夫名義の預金通帳（昭和 55年６月６日から 56

年２月 12日までの期間、59年３月７日から 60年２月 12日までの期間及び

同年２月 12 日から同年 12 月 31 日までの期間）を見ると、一人分の保険料

が引き落とされていることが確認できることから、当該口座振替における保

険料は申立人の夫の保険料と考えるのが自然である。 

また、オンライン記録を見ると、昭和 60 年９月７日に申立人に対して過

年度納付書が作成されており、当該納付書は作成日からみて、申立期間②の

国民年金保険料に対するものと推認できることから、当該期間については現

年度納付されていなかったものと考えられる上、申立人は、当該納付書を用

いて当該期間の保険料を過年度納付することが可能であるものの、申立人か

ら申立期間②の保険料を遡ってまとめて納付したとする具体的な陳述を得

ることができなかった。 

さらに、申立人の夫に係る昭和 59年分から 62年分までの確定申告書（控

え）の社会保険料控除欄に記載されている国民年金保険料額は、それぞれの



年単位の一人分の保険料額であることから、当該保険料額は、申立人の夫の

保険料であると考えられる上、59年分から 61 年分までの確定申告書（控え）

とともに提出された事業主勘定の勘定科目内訳書を見ると、申立人及びその

夫について、現在納付済みと記録されている保険料の支出があったことをう

かがわせる記載が確認できるものの、申立人について、申立期間②の保険料

を納付した場合に計上される昭和 59 年度の保険料額が確認できる記載は見

られない。 

 

３ このほか、申立人から申立期間①及び②の国民年金保険料の納付をめぐる

事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかっ

た。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（大阪）国民年金 事案 6620   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和 27年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 51年３月まで 

 平成 21 年にねんきん定期便が届き、申立期間の国民年金保険料が未納と

されていることが分かった。 

 大学生の頃、母から私の国民年金保険料は納付していたと聞かされた。 

 私の年金手帳は、結婚するときに母から手渡され、転居後のＡ県Ｂ市では

自身で国民年金保険料を納付していた。 

 申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「母が申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。」と主張

しているところ、申立人の母親は高齢のため陳述を得ることはできないことか

ら、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付について、申立期間当時の具

体的な状況は不明である。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金保険料の納付の前提

となる申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51年９月 30日にＡ県Ｃ市にお

いて払い出されており、申立人に係る同市の国民年金被保険者名簿を見ると、

47年４月 24日付け国民年金被保険者の資格取得の届出日は 51年８月 17日と

記載されていることから、この日に加入手続が行われたことが確認でき、当該

加入手続時点において、申立期間のうち、47 年４月から 49年６月までの保険

料は時効により納付することができない上、同年７月から 51 年３月までの保

険料は過年度納付が可能であるが、当該国民年金被保険者名簿及び当時の申立

人に係る国民年金被保険者台帳である特殊台帳を見ると、当該期間の保険料を

納付した記録は見当たらない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、旧姓を含



む別の読み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険

事務所（当時）で作成された国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧点検したが、

申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

加えて、申立期間は４年に及んでおり、長期間にわたって国民年金保険料の

収納及び記録管理における事務過誤が繰り返されたとも考え難い上、申立人か

ら申立期間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事

情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（和歌山）国民年金 事案 6621 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年 11 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 11月から 49年３月まで 

 時期は覚えていないが、Ａ県Ｂ市役所から夫婦の過去の未納分の国民年金

保険料についての納付書が自宅に届いたので、当該保険料を同市役所の国民

年金の窓口で一括して納付したことを覚えている。 

 国民年金保険料の納付金額については覚えておらず、領収証書も残ってい

ないが、間違いなく遡って保険料を納付したはずであり、一括して納付した

のはこの１回だけである。 

 申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「時期は覚えていないが、申立期間の国民年金保険料をＢ市役

所の国民年金の窓口において、一括して納付した。」と主張している。 

しかしながら、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金

手帳記号番号は、昭和 51 年 12月８日にＢ市において払い出されており、申立

人が所持する国民年金保険料領収証書によると、同年４月から同年６月までの

国民年金保険料を同年９月 10 日に納付していることが確認できることから、

国民年金の加入手続は、同年９月頃に行われたものと推認でき、当該加入手続

時点において、申立期間の保険料は時効により納付することはできない。 

また、申立人が国民年金の加入手続を行ったものと推認できる昭和 51年９

月時点では、時効期限を越えて国民年金保険料の納付が可能な第２回特例納付

制度（実施期間は、昭和 49年１月から 50年 12月まで）は既に終了しており、

第３回特例納付制度（実施期間は、昭和 53年７月から 55年６月まで）を利用

して、申立期間の保険料を納付することは可能であるところ、申立人は、当該

保険料の納付時期を記憶していない上、保険料を一括納付したのはＢ市役所の



窓口であるとしているが、同市によると、同市役所の窓口では特例納付保険料

を収納していなかったとしており、申立人の陳述と符合しない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たほか、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムにより当時の住所地におけ

る縦覧調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人から申立期間の国民年金保険料の納付をめぐる事情を酌み

取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



近畿（兵庫）国民年金 事案 6622（兵庫国民年金事案 1131の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12年４月から 15年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年４月から 15年５月まで 

私は、Ａ県Ｂ市から実家のあるＣ県Ｄ市に転居したが、転居後も引き続

き国民年金保険料を納付してきた。保険料は同市役所内のＥ銀行の出張所な

どで納付したが、領収証書は残っていない。その後、平成 15 年５月末に再

度、Ｂ市に転居したが、Ｄ市にいる間は、１か月１万 3,700円の保険料を毎

月又は何か月分をまとめて納付していたはずなので、未納期間及び手続をし

た記憶の無い免除期間があることに納得できない。 

以上のことを年金記録確認兵庫地方第三者委員会(当時。以下「兵庫委員

会」という。)に申し立てたが、認められない旨の通知があった。 

しかし、申立期間当時はお金に困っておらず、付加保険料を含め国民年

金保険料を納付していた。新たな資料は無いものの、もう一度調査及び審議

の上、記録を訂正してほしい。 

なお、平成 23年９月７日に書留内容証明郵便物として発送した内閣総理

大臣宛て貸金請求書の写しを提出する。入金が有り次第、16年から 20年６

月までの国民年金保険料を納付する予定である。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｄ市役所の記録によると、同市役所

は、申立期間のうち、平成 12 年度において申立人に国民年金保険料の納付催

告を毎月行っており、これに対し申立人は、同市役所に平成 13年１月 11日に

は納付できない旨を、同年４月 13 日には納付が遅れる旨をそれぞれ連絡して

きていることが確認でき、申立人が平成 12 年度の保険料を同市で現年度納付

したとは考え難いこと、ⅱ）13 年度については、同市役所の記録によると、

同市役所は、上記の平成 13年４月 13日の申立人からの連絡を受けて、同年同



月16日に平成13年度の保険料の免除に係る書類を申立人に送付したことが推

認できるとともに、オンライン記録によると、同市役所が、同年同月 21 日に

申立人からの免除申請を受け付けていることが確認できる上、同市役所の記録

によると、同年同月 24 日付けで、付加保険料納付に係る辞退届出が確認でき

ることから、付加保険料を含む納付書が作成されていたとは考え難く、付加保

険料を含む保険料を納付していたとする申立人の主張と相違し、申立人が平成

13 年度以降の保険料を納付していたとは認め難いこと、ⅲ）申立人が申立期

間に係る保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらないことなどから、既に兵庫委員会の決定に基づき、平成 21 年７

月 13日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

  今回の申立てに当たり、申立人は、「新たな資料は無いものの、前回申立て

に係る兵庫委員会の通知文に記載しているＤ市の記録は誤っており、申立期間

に免除申請を行ったこともなく、当該期間が未納及び免除とされていることに

納得できないので、再審議してほしい。」旨申し立てている。 

  しかしながら、申立人は、経済的に困っていたわけではなく、付加保険料を

含む国民年金保険料を納付していたと陳述するのみで、自らの主張を裏付ける

新たな資料等の提出は無い。 

  また、申立人から提出された貸金請求書の写しは、申立期間に係る国民年金

保険料を納付したことをうかがわせる資料ではなく、兵庫委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 

 



近畿（京都）厚生年金 事案 14433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日  ： 昭和９年生 

 住    所 ：  

   

   

   

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 28年４月 21日から 30 年１月１日まで 

 厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務して

いた申立期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

 申立期間については、Ａ社でＢ職としてＣ業務に従事していたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の親会社であったとされるＤ社のＣ業務のＥ資料及び申立人から提出

されたＣ業務に携わった者の記念写真から、期間は特定できないものの、申立

人がＡ社においてＣ業務に携わっていたことが認められる。 

しかし、Ｄ社は、「申立期間当時のＡ社に係る雇用関係の書類は保存してい

ない。」と回答している上、Ａ社の元事業主は連絡先が不明であることから、

これらから申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の状

況について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人が、

申立期間において同じＣ業務に携わったＢ職であったとする同僚２人の資格

取得日は、申立期間の終期から４年後の昭和 34 年１月１日と記されており、

同日に当該同僚２人を含む 38 人が被保険者資格を取得しているところ、前述

のＥ資料を見ると、当該 38人のうち 34人は申立人と同じＢ職であったことが

確認できる上、同被保険者名簿において、申立期間当時に被保険者資格を取得

している者について同Ｅ資料を確認したところ、Ｂ職であった者は見当たらな

い。 

さらに、申立人が記憶する前述の同僚二人は既に死亡しているため、当時の

事情を聴取することができないが、前述の被保険者名簿において記録が確認で



きる複数の元従業員は、「申立期間当時、Ｃ業務に関わるＢ職については、厚

生年金保険に加入していなかったと思う。」旨陳述している。 

これらのことから判断すると、申立期間当時、Ａ社では、必ずしも全ての従

業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

加えて、前述の被保険者名簿において、申立期間における健康保険整理番号

の欠番は無く、不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料は無く、保険料控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14434 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年９月 21日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務し

た申立期間の被保険者記録が無いとの回答を受けた。しかし、申立期間は、

Ｂ社から関連会社のＡ社に転籍した時期であるが、退職することなく継続

して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社発行の在職期間証明書から、申立人が申立期

間において同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ｂ社及びＡ社は、「当該両社の給与事務は、Ｂ社が一括して行って

おり、それぞれ 20 日締切り 25 日払いで厚生年金保険料を翌月控除としてい

ることから、申立人の申立期間に係る平成 12年９月の厚生年金保険料は同社

では控除しておらず、一方、Ａ社も同年 10 月から厚生年金保険の適用事業所

となったので、同年９月の厚生年金保険料は給与から控除していない。」旨回

答しているところ、申立人から提出されたＡ社発行の平成 12 年 10 月給与明

細一覧（支給日は、平成 12年 10 月 25日）を見ると、厚生年金保険料が控除

されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料は無く、保険料控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（和歌山）厚生年金 事案 14435 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月１日から 56 年４月１日までの期間又

は同年９月１日から59年２月21日までの期間のうち、

１年半の間ないし２年間ぐらい 

厚生年金保険の加入記録を年金事務所に照会したところ、Ａ職としてＢ

社に勤務した２回のうち、１回目の被保険者記録は有るのに、２回目に勤

務した申立期間の被保険者記録が無いとの回答を受けた。２回とも同様の

勤務であったので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立期間に被保

険者記録が有る複数の元従業員の陳述から判断すると、申立期間のうち一部の

期間について、申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、平成６年 12月＊日にＣ社に商号変更され、16年４月１日

に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、Ｂ社の当時の事業主及び

事務担当者は既に死亡しており、これらから申立人の同社における勤務実態及

び厚生年金保険料控除の状況を確認することができない。 

また、Ｃ社の事業主は、「平成６年にＢ社を吸収合併した際、同社の従業員

に関する資料は引き継いでおらず、申立人の勤務実態及び保険料控除の状況に

ついて確認することができない。」旨回答している。 

さらに、前述の元従業員の中には「申立期間当時、Ｂ社では、社会保険に

加入しない雇用形態があった。」と陳述している者がいる上、申立人が記憶す

る元同僚の一人については、Ｂ社における被保険者記録が見当たらないこと、

並びに申立人及び元従業員が記憶する同社の従業員数と前述の被保険者原票



か い り

で確認できる被保険者数に 乖離 があることから判断すると、申立期間当時、

同社では、必ずしも全ての従業員を漏れなく厚生年金保険に加入させる取扱い

ではなかったことがうかがえる。 

加えて、前述の被保険者原票において、申立期間の健康保険整理番号に欠

番は無く、同原票に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料は無く、保険料控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（京都）厚生年金 事案 14436 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年２月１日から同年７月１日まで 

          ② 昭和 42年７月 22日から 43年 11月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社における

被保険者記録が見付かったものの、自身が記憶する同社に勤務した期間よ

り短い記録となっていることが分かった。 

 Ａ社には、昭和 41年２月１日から 43 年 10月末日まで勤務していたと思

うので、申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社には厚生年金保険の被保険者記録がある 12か月間だけでな

く、当該期間の前後の期間も勤務していたと主張している。 

しかしながら、商業登記簿の記録によると、Ａ社は昭和 61年に清算結了し

ている上、申立期間当時の事業主も既に死亡しているため、申立人の申立期

間①及び②に係る同社における勤務実態及び厚生年金保険料控除について確

認することができない。 

また、申立人が当時のＡ社の同僚として氏名を挙げた３人に照会し、この

うち１人から回答があったものの、申立人の申立期間①及び②に係る同社に

おける勤務を推認できる情報は得られなかった上、当該同僚のほか、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭和 41年２月１日から 43

年 10月末日までの期間に被保険者記録が確認できる者のうち６人から回答を

得られたものの、申立人を記憶する者はいなかった。 

さらに、申立期間①について、申立人及び前述の回答があった複数の同僚

は、「Ａ社の従業員数は、全体で常時 13 人ぐらいであり、欠員がでるとその



欠員分の従業員を募集していたような会社だったので、一度に複数の従業員

を採用することは、ほとんど無かった。自身が同社に入社した時も、自身一

人のみが採用され同時に採用された者はいなかった。」旨陳述しているところ、

前述の被保険者原票において、申立期間の前後６年間に被保険者資格を取得

している 56人の資格取得日を見ると、単独で資格を取得している記録となっ

ている者は７人のみで、ほかの者については当人を含む２人ないし５人が同

日に資格を取得している記録となっていることから、申立期間当時、Ａ社は、

必ずしも全ての従業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させる取扱いでは

なかった状況がうかがえる。 

また、申立期間②について、申立人は、「Ａ社を退職してすぐ、Ｂ市に転居

し、自営業をしていた。」と陳述しているところ、申立人に係る戸籍の附票を

見ると、申立人の住所が申立期間②の始期の半月後に当たる昭和 42年８月９

日に、Ｃ市からＢ市に移転していることが確認できる。 

さらに、前述の回答があった同僚のうち、Ａ社における厚生年金保険被保

険者の資格喪失日と同社の退職時期が相違していると回答した者はいない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料控除を確認で

きる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14437 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年５月 21日から 42 年２月５日まで 

 Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 39 年 10 月に入社し、45 年８月に退職する

まで継続して勤務していたが、当該期間に係る年金記録が記されていなかっ

たことから、年金事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

後日、同社での年金記録が見付かったとの回答があった。 

 ところが、その回答のあった記録は、Ａ社での加入記録が継続しておらず、

途中で９か月の未加入期間が有る記録であった。 

 Ａ社には２回勤務したことは無く、入社以降、申立期間も同社に継続して

勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

 しかし、Ｂ社は、｢申立期間当時の人事記録、社会保険関係等の資料が残っ

ておらず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認することができ

ないため、申立期間について、申立人が厚生年金保険の被保険者であったかど

うかは分からない。｣と回答している。 

また、申立期間当時のＡ社の事業主は、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿において、加入記録の確認できる同僚を通じて｢申立人のことは覚

えているが、そのほかのことは覚えていない。｣旨回答している上、申立期間

当時の実質上の事業主で経理を担当していた者も既に死亡しているため、申立

人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況について確認することが

できない。 

  



さらに、前述の被保険者名簿において、被保険者の資格取得日が昭和 42 年

２月５日と記録されている前述の同僚が、｢私が昭和 42年２月上旬にＡ社に入

社した時には、申立人は既に同社に勤務していた。｣と陳述していることから

すると、申立人は同年２月にはＡ社に勤務していたと考えることもできるもの

の、同人は申立人が申立期間も継続して同社に勤務していたとまでは陳述して

おらず、また、申立期間を通じて被保険者資格が確認できる者は、｢申立人の

ことは覚えているが、申立期間に勤務していたかどうかは覚えていない。｣と

陳述しており、この２人のほかに、申立期間において被保険者記録が確認でき

る者４人はいずれも死亡しており、同僚の陳述からも、申立人が申立期間も継

続して勤務し、厚生年金保険料を控除されていたことを確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



近畿（奈良）厚生年金 事案 14438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年７月頃から 37年４月 13日まで 

 年金事務所から年金記録の確認を促すはがきが送付されてきたので、Ａ社

に勤務した申立期間に係る加入記録が無いことについて、確認申立てを行う

ことにした。 

 申立期間当時、Ａ社ではＢ品を製造しており、自身は同社のＣ職に付いて

Ｄ業務に従事していた。 

Ａ社における給与明細書等は保管していないが、同社に勤務していたのは

間違いないことから、当然、厚生年金保険に加入しており、給与から厚生年

金保険料が控除されていたと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務し、給与から厚生年金保険料が控

除されていたと主張している。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の人事記録及び賃金台帳等を保管し

ていないため、申立人の勤務実態及び保険料控除は不明である。」旨回答して

おり、事業主から申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料控除の

状況について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

被保険者記録がある者のうち回答が得られた 17 人は、いずれも申立人を記憶

していない上、申立人が上司として記憶する者と同姓の者は既に死亡しており、

これらの者から申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料控除の

状況について確認することができない。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立期間に係る健康保険整理番号に



欠番は無く、連続して付番されていることが確認でき、同名簿に不自然な点は

見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



近畿（大阪）厚生年金 事案 14439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年２月１日から 36年１月４日まで 

 厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ事業所（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間に係る加入記録が無い旨の回答

を受けた。 

 しかし、Ａ事業所では、昭和 33 年２月に入社した当初から厚生年金保険

に加入しており、36 年２月に退職するまでの間、厚生年金保険料が給与か

ら間違いなく控除されていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被

保険者記録が確認できる同僚の陳述から、入社時期は特定できないものの、申

立人が申立期間において同事業所に勤務していたことが推認できる。 

  しかし、Ｂ社は、「申立期間当時の関連資料が無いため、申立期間当時の厚

生年金保険料の控除等の状況は分からない。」旨回答している。 

  また、申立人及び複数の同僚がＡ事業所における同僚としてそれぞれ名前を

記憶している者のうち、複数の者については、前述の被保険者名簿において被

保険者記録を確認することができない上、同名簿において被保険者記録が確認

できる複数の同僚の被保険者の資格取得日が、それぞれが実際に入社したとす

る時期の数年後であることから判断すると、申立期間当時、Ａ事業所では、必

ずしも全ての従業員を入社後、直ちに厚生年金保険に加入させていたわけでは

なかったと考えられる。 

  このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。

 

 

 

 



近畿（福井）厚生年金 事案 14440 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年４月１日から 29年３月１日まで 

Ａ社には、大学卒業直後の昭和 26年４月１日に入社し、32年８月に退社

するまで継続して勤務していたが、年金事務所の記録では、厚生年金保険

被保険者の資格取得日が 29年３月１日となっている。申立期間も厚生年金

保険に加入し、保険料を控除されていたので、厚生年金保険被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間にＡ社における厚生年金保険の被保険者記録がある者に照会した

ところ、複数の者が、「申立人は、申立期間にＢ県で社長の個人的な仕事を手

伝っていた。」旨陳述していることから、申立人が当該期間において、同社の

事業主と何らかの関わりを持っていたことはうかがえるものの、これらの者か

らは、申立人の申立期間に係る同社での勤務実態及び厚生年金保険料控除をう

かがわせる陳述は得られなかった。 

 また、Ａ社は、「当社保管の厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に

係る管理台帳によると、申立人の資格取得日は昭和 29 年３月１日となってい

ることから、申立期間については、申立人から厚生年金保険料の控除を行って

いない。」旨回答している。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  




